
～「後見」と「信託」制度の違いと活用法～

参加費

無料

日 時 令和8年3月22日（日）14：00～15：30
（受付13：30～）

こどもと福祉の未来館 多目的室３・４号室
（所沢市泉町1861-1）

NPO法人 埼玉成年後見支援センター会員
行政書士 行武 綾子(ゆくたけ あやこ）

会 場

講 師

後見制度について知りたい

家族信託について知りたい

手続について知りたい

将来に備えたい

メリット・デメリットを知りたい

費用について知りたい

講座終了後「個別相談会（無料）」実施いたします。 (15:45～16:45）

お申込み
お問い合わせ

主催 ： NPO法人 埼玉成年後見支援センター所沢支部 後援 ： 所沢市

mail@kotorigyosei.net

NPO法人 埼玉成年後見支援センター 
所沢支部会員 行武 綾子

担当

TEL

MAIL

成年後見市民講座

「成年後見制度と
民事（家族）信託」
民事信託（家族信託）をご存知ですか？認知症への備えとして近年注目されています。

成年後見制度との違いを知り、認知症になる前にご家族で考えてみませんか？

＊資料準備の都合上、参加される方は事前にお申込みをお願いいたします。

＊参加当日に体調不良を感じる場合には、参加をご遠慮くださるようお願いいたします。

０９０－９６８７－２７１３ （8：30～18：00）

～このような方に～


	スライド 1

